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在香港日本国総領事館

抗議活動等に対する注意事項について（その２）

１ １５日、香港警察は、爆発物製造共謀の容疑により、９名の
香港市民（男性５名、女性４名、２１歳～３４歳）を西貢を含
む香港各地で逮捕した旨、発表しました。

２ この発表によりますと、１４日夜、西貢で男性２名が爆発実
験のため化学物質を所持していることが明らかになり、直ちに
逮捕しました。このうち一名の自宅から、高性能爆薬ＴＡＴＰ
の製造に必要な化学物質を発見し、もう一名の携帯電話から、
煙幕弾の製造に必要な化学式を発見しました。
また、その後別の場所で、男性３名、女性４名を逮捕し、こ
のうち一部の者は、いわゆる本土主義者の構成員なる旨を自認
しました。捜索の結果、化学物質、ＰＣ、宣伝ビラ、地図、マ
スク、溶剤、エアライフル等を押収しました。
捜査は継続中で、さらなる逮捕者が出る可能性も排除されま
せん。

３ また、この事案についての報道によりますと、金鐘、湾仔等
の場所を記した地図が押収され、警察は、これらの場所で何ら
かの行為を行おうとしていた可能性があると述べています。

４ 現時点で、上記の活動が政治制度改革の動向に関連するもの
とは断言できませんが、皆様におかれましては、引き続き、テ
レビや新聞等を通じて抗議活動関連の情報に注視いただきます
とともに、特に、抗議活動参加者の中に過激な行動に及ぶ者が
含まれ得ることも改めて勘案の上、外出の際には抗議活動等の
参加者が集合している場所やその周辺は避けていただきますよ
う、お願いします。
また、不測の事態が起きた場合に備えて緊急の連絡手段等を
予め念頭に置く、これらの動向に関連する交通への影響の可能
性についても留意する、といった御注意も、引き続きお願いし
ます。

５ また、このホームページ等も、引き続きご覧いただけますよ
うお願いします。状況の推移やお願いにつきまして、必要に応
じ更新します。なお、これらの動向により在香港日本国総領事
館の開館状況に影響が生ずることは、現段階では想定していま
せんが、万一かかる事態が発生する場合にも、ホームページ等
でお知らせいたします。
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